
税
の
申
告

個
人
住
民
税

申
告
の
電
子
化

税
務
署
で
の
申
告
を

考
え
て
い
る
方
へ

確
定
申
告
に
は

「ｅ
―
Ｔ
Ａ
Ｘ
」
が
オ
ス
ス
メ

　
令
和
８
年
の
個
人
住
民
税
（
令
和
７
年
分
収

入
の
）
申
告
か
ら
、
電
子
申
告

が
可
能
に
な
り
ま
す
。
詳
細
は

下
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

事
前
に
来
場
日
時
の
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

国
税
庁
L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
、
申

告
会
場
の
事
前
予
約
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
申

告
当
日
に
会
場
で
も
入
場
整
理
券
を
配
布
し
ま

す
が
、
状
況
に
よ
り
配
布
を
終

了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳

細
は
下
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
お
持
ち
の
方
は
、

「
24
時
間
利
用
可
能
」・「
添
付
書
類
を
省
略
で

き
る
」・「
還
付
が
早
い
」、
メ
リ
ッ
ト
が
た
く
さ

ん
の
「
電
子
申
告
」
を
す
る
の

が
オ
ス
ス
メ
で
す
。
詳
細
は
下

の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

２
月
16
日
㈪

〜
３
月
16
日
㈪

平
日
９
時
〜
16
時

○
市
役
所
名
寄
庁
舎

○
市
役
所
風
連
庁
舎

○
住
民
税
の
申
告

○
所
得
税
の
確
定
申
告

と きところ対 象

問
税
務
課
（
名
３
２
０
１
）

申
告
に
必
要
な
も
の
リ
ス
ト

※
申
告
す
る
内
容
や
申
告
者
の
所
得
に
よ
り
必
要
な
も
の
は
異
な
り
ま
す

名
寄
庁
舎
の
申
告
会
場
が
時

期
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

２
月
中
：
４
階
大
会
議
室

３
月
中
：
２
階
税
務
課８番

窓
口

最
終
日
の
み

受
付
時
間
が
変
わ
り
ま
す
。

名
：
９
時
〜
15
時
30
分

風
：
９
時
〜
14
時
30
分

！ ！

◆
生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
の

控
除
を
受
け
る
方

□
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
の
控
除

証
明
書

◆
医
療
費
の
控
除
を
受
け
る
方

□
医
療
費
控
除
の
明
細
書

※
事
前
に
作
成
が
必
要

ま
た
は

□「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」

□
補
填
さ
れ
た
金
額
が
わ
か
る
も
の

◆
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方

□
障
害
者
手
帳

ま
た
は

□
療
育
手
帳

ま
た
は

□
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書　
な
ど

◆
寄
付
金
控
除
を
受
け
る
方

□
寄
付
金
の
受
領
証
明
な
ど

◆
そ
の
他

□
国
外
に
居
住
す
る
親
族
の
扶
養
控
除

書
類

◆
共
通

□
案
内
は
が
き

※
は
が
き
が
届
か
な
か
っ
た
方
も
申

告
が
必
要
な
方
は
必
ず
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

□
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

ま
た
は

通
知
カ
ー
ド
と
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
な
ど
）

□
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の

※
所
得
税
の
還
付
が
あ
る
場
合

◆
事
業
所
得
が
あ
る
方

□
収
支
内
訳
書

◆
給
与
や
年
金
が
あ
る
方

□
源
泉
徴
収
票

◆
個
人
年
金
や

　
保
険
の
満
期
金
が
あ
る
方

□
個
人
年
金
の
受
取
金
通
知
や
保
険
満

期
の
通
知

◆
社
会
保
険
料
の

　
控
除
を
受
け
る
方

□
社
会
保
険
料
の
控
除
証
明
書

（
各
種
保
険
料
の
領
収
証
な
ど
）
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問
…
問
い
合
わ
せ
　
　
名
…
名
寄
庁
舎
　
　
風
…
風
連
庁
舎

申
告
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

申
告
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

※
こ
の
表
は
目
安
で
す

令和８年１月１日に
名寄市に住所があった。

国民健康保険や後期高齢者医療保険の
加入者、所得証明書が必要な方は
住民税の申告が必要です。

所得税の納付額と還付額が
発生しない場合であっても
住民税申告が必要です。

給与・年金以外の収入がある方は住民税申告が必要です。
医療費控除や寄付金控除などを追加し、

所得税の還付・住民税の減額を受ける場合も申告が必要です。

令和７年１月１日～令和７年12月 31日
に収入があった。

（障害年金・遺族年金・失業給付金などの
非課税収入のみの場合は「いいえ」）

給与所得

主な収入が

はい

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

給与の収入金額が
「２千万円以上」

年末調整を行なった給与所得以外に

20万円を超える所得（事業所得・不動産所得など）があった。

公的年金等所得

公的年金等の収入金額が
「400万円以上」

公的年金の収入以外に

事業所得・不動産所得など

給与を2カ所から受けていて、
年末調整をされなかった給与の
収入金額と、各種の所得金額が
20万円を超えると確定申告が

必要です。

次の場合は必ず税務署での
確定申告になります

○譲渡所得がある場合
○住宅借入金等特別控除の適用を
　初めて受ける場合

令和８年１月１日に
住所があった市町村に
ご相談ください。

ス タ ート

確 定 申 告 義 務 な し

確定申告または住民税申告が必要

確 定 申 告 義 務 な し

確定申告が必要

確定申告が必要

確定申告が必要

Point
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